
 
令 和 ８ 年 ２ 月 ５ 日 
清掃・リサイクル部 

玉 川 清 掃 事 務 所 

 

議会の委任による専決処分の報告 

（自動車事故に係る損害賠償額の決定） 

 

１ 事故の概要 

（１）発生日時   令和７年８月４日（月）午後１時５０分頃（天気：晴れ） 

 

（２）発生場所   世田谷区内 

 

（３）事故内容   世田谷区（以下「甲」という）玉川清掃事務所職員が作業の帰

路に、軽小型ダンプ車で環状８号線の瀬田交差点（内回り）を

西方向から東方向に直進していたところ、対向車線から右折し

ようとする救急車に進路を譲るために停車した相手方（以下、

運転者「乙」、同乗者「丙」、「丁」という）車両に追突した。 

 

（４）相手方等   別紙のとおり 

 

２ 損害賠償額 

（１）乙への損害賠償額 １，４９１，６２４円 

  （内訳） 

人身損害に係る金額 ６２，４２１円 

物件損害に係る金額 １，４２９，２０３円 

 

（２）丙への損害賠償額 ６８，８２１円（人身損害に係る金額） 

 

（３）丁への損害賠償額 ６２，１７０円（人身損害に係る金額） 

 

（損害賠償額の総額 １，６２２，６１５円） 

※自動車保険により全額補てんされる。   

 

３ 専決処分日   令和８年１月２２日 

１ 


